
2025年度 社会福祉士実習指導者講習会 開催要項 

 

                           主催 学校法人大垣総合学園 岐阜協立大学 

                           後援 岐阜県社会福祉士会 

 

 「社会福祉士及び介護福祉士法」により、社会福祉士養成カリキュラムにおいてソーシャルワーク実習

を行う実習指導者には、厚生労働省（東海北陸厚生局）に届出された指定の講習会の受講が義務付けられ

ています。 

 この度、とくに岐阜県における（他地域の方の受講を妨げるものではありません。）社会福祉士実習指導

者の養成・確保を目的として、下記の日程で 2025 年度社会福祉士実習指導者講習会を開催しますのでご

案内させていただきます。 

 

日程・会場・定員・内容 

 

日 程 2026年 2月 28日（土）～3月 1日（日） 

会 場 岐阜協立大学 2202教室 

定 員 30名程度（先着順） 

 

内 容 

 

社会福祉士を対象とした 2日間の研修 

（実習指導概論、実習マネジメント論、実習プログラミング論、実習スーパー 

ビジョン論） 

 

講習会プログラム 

【1日目】（7時間） 

9：15           開講式（学部長） 

9：30 ～ 11：30  実習指導概論（講義）           2時間 

11：30 ～ 12：30  昼食・休憩 

12：30 ～ 14：30  実習マネジメント論（講義）        2時間 

14：30 ～ 14：45  休憩 

14：45 ～ 17：45  実習プログラム論             3時間 

 

【2日目】（7時間） 

9：00 ～ 17:00      実習スーパービジョン論（講義・演習）    7時間 （昼休憩 12:00～13：00） 

17:00 ～ 17:15      閉講式／修了証授与 

 

申し込み方法 

１．受講対象者・資格 

社会福祉士であり、今後、実習指導を担っていただける予定のある方（3年以上の実務経験者又は 2025

年度末で見込となるものが望ましい。） 

 

２．受講費  無料 

  （本学から実習希望者がいた場合には、受け入れのご相談をさせて頂く場合がございます。） 

  ※テキスト代は各自ご負担ください。 

  

３．申し込み方法 

① 所定の受講申込書に必要事項をご記入の上、E-mail、郵送又は FAXにてお申し込みください。 

  （申込書式は、本学ホームページよりダウンロードが可能です。） 



② 受講資格の確認のため、「社会福祉士登録証」のコピーを添付してください。 

③ 先着順に受け付け致します。 

④ グループワークを行うため受講人数が一定数に満たない場合は開催を中止する場合があります。 

 

４．申込期間 

 2025年 1月 26日（月）～2025年 2月 16日（月）（郵送の場合は必着でお願いします） 

  

５．受講可否 

 受講可否等は 2026年の 2月 20日（土）までに E-mailにてご連絡いたします。 

 受講が決定した方には、E-mailにて事前課題提出のご案内をいたしますので、受講申込書に必ずご記載

ください。（事前課題の書式は、本学ホームページからもダウンロードできます。） 

 

６．宿泊・昼食 

 各自手配お願いします。 

 

７．申込上の注意 

① 受講申込書は、記入間違いや記入漏れのないよう、楷書ではっきりとご記入ください。 

 ② 受講申込書の 1～3（氏名、生年月日、ご住所）は、厚生労働省より指定されている修了証記載事項

ですので、必ずご記入ください。 

 ③ 郵送の場合は受講申込書のコピーをお手元にお控えください。 

 

８．研修テキストと事前課題 

 『社会福祉士実習指導者テキスト 第２版』（中央法規出版、2022年）」研修テキストと位置付けます。

受講開始までに各自で手配してください。また、当テキストに基づいた事前課題をご提出いただきます。 

 

９．修了の認定 

 ① 本研修は、全科目の受講が修了認定の条件となっています。遅刻・早退・中抜けがある場合は、修了

認定ができません。 

 ② 研修修了者には修了証を発行します。実習指導者になるためには修了証が必要です。 

 

（参考） 

社会福祉士実習指導者の要件は、「社会福祉士介護福祉士学校指定規則 2008 年 3月 24日文部科学省・厚

生労働省令第二号」により、以下のように定められています。 

 

第三条一号ワ   

実習施設等における相談援助実習（市町村において相談援助実習を行う場合を含む。 カにおいて同じ。） 

を指導する実習指導者は、社会福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に三年以上従事した経験を 

有する者であつて、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であつて厚生労働大臣が別に定める 

基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者であること。 

 

※本研修は、社会福祉士取得後、研修開催時点で、相談援助の業務に三年以上従事していなくても受講す

ることは可能ですが、定員超過の場合は、相談援助の業務に三年以上の経験者、もしくは、見込み者を

優先いたします。 

 

（お問い合わせ先・お申し込み先） 

学校法人大垣総合学園 岐阜協立大学 

〒503-8550 大垣市北方町 5-50 担当者 高木博史 山田武司 後藤康文  

TEL／FAX 0584-77-3541   E-mail cswc@ gku.ac.jp 

（E-Mailの件名は「社会福祉士実習指導者講習申込み」、本文に氏名、連絡先をご記入ください） 

 

※本講習会は、「令和 7 年度岐阜県私立大学地方創生推進事業」の助成を受けて開催されます。 


